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別表（第２条関係） 

認定区分 障害者区分 認定基準 

障害者 知的障害者（軽度・中

度）に準ずる 

市の要介護認定又は要支援認定を受け

ている者で、介護保険の認定申請にお

ける主治医意見書の認知症高齢者の日

常生活自立度判断基準に基づくランク

がⅡ又はⅢの者 

身体障害者（３級から６

級）に準ずる 

市の要介護認定又は要支援認定を受け

ている者で、介護保険の認定申請にお

ける主治医意見書の障害高齢者の日常

生活自立度判断基準に基づくランクが

Ａの者 

特別障害者 知的障害者（重度）に準

ずる 

市の要介護認定又は要支援認定を受け

ている者で、介護保険の認定申請にお

ける主治医意見書の認知症高齢者の日

常生活自立度判断基準に基づくランク

がⅣ又はＭの者 

寝たきり高齢者 市の要介護認定又は要支援認定を受け

ている者で、介護保険の認定申請にお

ける主治医意見書の障害高齢者の日常

生活自立度判断基準に基づくランクが

Ｂ以上の者 

要介護認定又は要支援認定を受けてい

ない者で、障害者控除対象者認定のた

めの意見書の民生児童委員の調査によ

る評価点が８点以上である者 

 


